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浜田地区広域行政組合 第８期介護保険事業計画構成案 

現行計画  次期計画 備考 

第１章 計画策定に当たって 

１ 計画策定の趣旨 

２ 計画の位置づけ 

３ 計画期間 

４ 計画の策定体制 

５ 日常生活圏域の設定 

 

 
第１章 計画策定に当たって 

１ 計画策定の趣旨 

２ 計画の位置づけ 

３ 計画期間 

４ 計画の策定体制 

５ 日常生活圏域の設定 

内容を更新します。 

体制、圏域等については

変更の予定はありませ

ん。 

第２章 地域の現状 

１ 高齢者を取り巻く現状 

（１）総人口と高齢化率の推移 

（２）日常生活圏域別の高齢者の状況 

（３）人口構造の状況 

（４）高齢者のいる世帯の状況 

（５）平均余命と平均自立期間 

 

２ 各種調査の結果から 

 

３ 介護保険に関する現状 

（１）要介護（要支援）認定者の状況 

（２）サービス受給者の状況 

（３）認知症者の状況 

（４）介護保険サービスの利用状況 

 

４ 地域支援事業の現状 

（１）事業費の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒４へ 

 

⇒２へ 

第２章 地域の高齢者の現在と将来 

１ 高齢者の現状と将来の見込 

（１）総人口と高齢者数の推移と推計 

（２）日常生活圏域別の高齢者の推移と推計 

（３）高齢者の世帯の状況 

（４）認知症高齢者の状況 

（５）高齢者の健康と平均自立期間 

 

2 介護保険事業の実施状況 

（１）要介護（要支援）認定者の状況 

（２）サービス受給者の状況 

（３）介護保険サービスの利用状況 

 

3 日常生活支援総合事業の実施状況 

（１）事業費の内訳 

（２）総合事業の実施状況 

（３）生活支援・介護予防事業の実施状況 

 

高齢者の現状から将来

推計までを、一括で掲載

することにより、つながりを

持った将来像を表現しま

す。 
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（２）地域支援事業の実施状況 

（３）包括的支援事業の実施状況 

（４）任意事業 

（５）地域包括支援センターの活動 

 

 

 

 

 

⇒３へ 

（４）任意事業 

（５）地域包括支援センターの活動 

 

４ 各種調査結果のまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

調査のまとめは最後に移

動し、次章の課題へと繋

げます。 

第３章 第７期計画における重点課題 

平成37(2025)年を見据えた社会・地域・高齢者の役割を

明確化する 

 第３章 2025年を見据えた地域の課題 

１ いつまでも地域で暮らせる地域包括ケアシステムの構築 

２ 地域共生社会の実現 

３ 高齢者の活動による地域づくりの推進 

４ 制度の持続可能性を高めるための改革の推進 

 

第８期計画が５年後を見

据えた計画であることを

明確化します。 

地域共生社会の実現を

中心とした課題に変更し

ます。 

第４章 将来像と基本目標 

１ 将来像 

（１）高齢者の自立 

（２）地域での支えあい 

（３）住みなれた地域での暮らし 

（４）生活者視点の地域包括ケア 

 

２ 基本目標 

 
第４章 計画の目指す姿 

１ 計画の目指す高齢者の姿 

（１）高齢者の自立 

（２）支え合いの地域共生社会の実現 

（３）住みなれた地域での暮らし 

（４）2025年を見据えた地域包括ケアの実現 

 

内容的には大きな方向

性の変更は予定していま

せんが、表現を変更しま

す。 

地域共生社会と地域包

括ケアシステムの構築が

一体のものとなるよう留

意します。 
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３ 目標指標 

２ 計画の基本目標 

 

３ 目標指標 

 

目標の内容は要検討。 

第５章 将来像の実現に向けた取組 

１ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

（１）地域特性を踏まえた地域包括ケアの充実 

（２）医療・介護連携の推進 

（３）認知症施策の推進 

（４）生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進 

（５）高齢者の住まいの安定的な確保 

（６）地域包括支援センターの機能向上 

（７）地域ケア推進会議の運営 

（８）地域共生社会の実現 

 

２ 地域支援事業の充実 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業の充実 

（２）包括的支援事業の実施 

（３）任意事業の実施 

 

３ 平成37（2025）年を見据えた介護保険制度運営 

（１）介護保険サービスの提供体制の充実 

（２）自立支援に向けた介護給付の実現 

（３）介護給付の適正化 

（４）介護人材の確保・育成 

（５）健全な介護保険運営 

 

 

 

⇒独立 

⇒独立 

⇒２へ 

 

 

 

⇒（１）へ 

 

⇒６章へ 

統合 

 

 

 

 

第５章 具体的な取組 

１ 地域共生社会と地域包括ケアの実現 

（１）地域共生社会の実現に向けた取組 

（２）地域特性を踏まえた地域包括ケアの充実 

（３）地域包括支援センターの体制強化 

（４）高齢者の住まいを中心とした生活基盤の整備 

（５）健全な介護保険運営 

（６）危機管理体制の構築（防災・防疫） 

（７）地域ケア会議の推進 

 

 

２ 地域活動を連携した生活支援の充実 

（１）介護予防と健康づくりの一体的な推進 

（２）高齢者の生きがいと暮らしの向上 

（３）高齢者の権利擁護の推進 

 

３ 認知症施策の推進 

（１）認知症予防事業の推進 

（２）認知症への理解の促進と支援者の育成 

（３）認知症者への支援体制の充実 

（４）認知症者にやさしいまちづくりと社会参加の促進 

 

 

具体的な取組について

は、国・県の指針や地域

に現状に基づき、再編し

ます。 

地域共生社会を全面に

出すとともに、認知症対

策、人材や業務改善、医

療・介護連携等を独立さ

せます。 

地域支援事業について

は、介護保険事業部分

は介護保険サービスへ

移動し、地域を核とした

活動を重視します。 

 

 

認知症対策について独

立させ、施策の充実を図

ります。 

 

医療・介護連携について

は、人材交流やリハビリ情

報等の連携体制を強化

します。 

また、県の医療構想や医
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⇒５へ 

⇒６章へ 

⇒５へ 

⇒４へ 

⇒１へ 

４ 医療・介護連携の推進 

（１）医療・介護連携体制の強化 

（２）地域医療構想等との整合性の確保 

 

５ 介護人材の確保と最先端介護技術の導入 

（１）多様な専門職を含めた人材の確保 

（２）介護従事者の質の向上 

（３）地域人材の活用による専門性の確保 

（４）最新技術を導入した業務改善と効率化の促進 

（５）地域ケアを担う人材の育成 

 

療計画等との整合を確

保し、事業量の調整や

データの共有化などを図

ります. 

 

多様な人材の確保・育

成、専門家の充実につい

て独立項目とします。 

合わせて、ICTを活用した

業務の効率化、書類削

減等の業務改革につい

て記載します。 

第６章 介護保険サービス事業量見込みと介護保険料の設定 

１ 高齢者数、要介護（要支援）認定者数の見込み 

（１）将来人口推計 

（２）要介護（要支援）認定者数推計 

 

２ サービス別の利用見込み 

（１）居宅サービス 

（２）地域密着型サービス 

（３）施設・居住系サービス 

 

 

３ 給付費の推計 

（１）介護予防サービス給付費 

（２）介護サービス給付費 

 

２章に統合 

第６章 介護保険サービス事業の見込と介護保険料 

 

 

 

 

１ サービス事業量の見込 

（１）居宅サービス 

（２）地域密着型サービス 

（３）施設・居住系サービス 

（４）地域支援総合事業 

 

２ 介護給付費等の推計 

 

 

 

 

 

要支援者向けの地域支

援総合事業を介護サー

ビス事業として統合しま

す。 
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４ 第１号被保険者の介護保険料の設定 

（１）保険給付費の財源 

（２）介護保険料の算出 

（３）所得段階別保険料額の設定 

（４）介護保険料額の推移 

（５）低所得者対策 

（１）介護サービス費の推計 

（２）介護予防サービス費の推計 

（３）地域支援総合事業等の見込 

 

３ 第１号被保険者の介護保険料 

（１）保険給付費の財源 

（２）介護保険料の算出 

（３）所得段階別保険料額の設定 

（４）介護保険料額の推移 

（５）低所得者対策 

 

 

総合事業等について、

サービス提供体制を確

立し、計画的な実施拡大

を目指します。 

第７章 計画の推進体制 

１ 計画の推進体制 

２ 計画の進捗評価 

３ 計画の分析と公表 

 
第７章 計画の推進体制 

１ 計画の推進体制 

２ 計画の進捗評価 

３ 計画の分析と公表 

変更なし 

 

 


